
国民健康保険保険者努力支援交付金（予防・健康づくり支援）の交付について

令和２年度より新たに５００億円を追加し、保険者努力支援制度の中に、「事業費」として交付する部分を設け、「事業費に連動」して配分する
部分と合わせて交付することにより、自治体における予防・健康づくりを抜本的に後押し

都道府県の事業計画（市町村事業を含む）に対して、事業費を交付

※ 従来の国保ヘルスアップ事業を統合し事業総額は２５０億円

事業費部分（２００億円程度(※)）

【交付金のプロセス】

（当年度）

① 市町村は、市町村事業計画を
作成し、都道府県に提出

② 都道府県は、市町村事業計画
を踏まえた都道府県事業計画を
作成し、国に交付申請

③ 国は、都道府県事業計画の
内容を審査の上、交付決定し、
都道府県に事業費を交付

④ 都道府県は、市町村に対し、
市町村事業に係る事業費を交付

⑤ 都道府県、市町村において
事業を実施

（翌年度）

⑥ 実績報告、国庫返還

予防・健康づくりに関する評価指標を用いて、各都道府県に
交付金を配分

事業費連動部分（３００億円程度）

【交付金の配分方法】

○ 都道府県ごとに、予防・健康づくり事業に関する評価指標に
基づいて採点

○ 都道府県ごとの「点数」×「合計被保険者数」＝「総得点」を算出し、
総得点で予算額を按分して配分
※保険者努力支援交付金（既存分）と同様

【交付金のプロセス】

（前年度）

① 国において、評価指標を決定・提示

（当年度）

② （都道府県事業計画を踏まえつつ） 評価指標に基づいて採点

③ 国は、採点結果に基づいて交付決定し、都道府県に交付金を交付

④ 都道府県は、当年度の保険給付費に充当する形で予算執行

⇒ 結果として生じる剰余金については、翌年度以降の調整財源
として活用

国

提出

交付

都道府県

市町村

都道府県事業計画

市町村事業計画

交付

提出

＜計画提出・交付の流れ＞



令和２年度 都道府県 国保ヘルスアップ支援事業

【交付要件】
○ 事業ごとの実施計画（単年又は複数年）の策定
○ 事業ごとの評価指標（ストラクチャー指標、プロセス指標、アウトプット指標、アウトカム指標）・評価方法の設定

Ａ. 市町村が実施する保健事業の更なる推進に資する基盤整備

・ 都道府県レベルの連携体制構築
・ 保健事業の対象者抽出ツールの開発
・ 市町村保健事業の効率化に向けたインフラ整備
・ 人材育成

Ｂ. 市町村の現状把握・分析

・ KDBと他のDBを合わせた分析

Ｃ. 都道府県が実施する保健事業

・ 保健所を活用した取組
・ 予防・健康づくりの周知・啓発

【交付対象】
○ 都道府県が、管内市町村国保における保健事業を支援するため、効率的・効果的に実施する事業

⇒ 都道府県が実施する市町村への支援の充実・促進を図るため、都道府県国保ヘルスアップ支援事業の交付上限額を拡充する。
中小規模の市町村を中心に、人材不足や、データを活用した事業の企画・立案のノウハウ不足といった課題があることから、
人材の確保・育成事業、データ活用を目的として実施する事業、市町村と協働で実施するモデル事業を【重点事業】と位置づける。

【交付限度額】 （補助率10/10）
被保険者数 25万人未満 25～50万人未満 50～75万人未満 75～100万人未満 100万人以上

基準額 15,000万円 17,500万円 20,000万円 22,500万円 25,000万円

Ｄ.【重点】人材の確保・育成事業

・ かかりつけ医師等に対する研修

・ 医療機関に勤務する糖尿病療養指導士等の活用
・ 重症化予防アドバイザーの派遣
・ 在宅保健師等会や栄養士会等との連携

・ 保健事業に係るデータ分析に関する専門的研修

Ｅ.【重点】データ活用を目的として実施する事業

・ 医療・健康情報データベースの構築
・ 一体的実施や地域職域連携に資する現状把握・分析
・ データヘルス計画の標準化に向けた現状把握・分析
・ 保健事業の対象者抽出及び追跡ツールの開発
・ ICTを活用した特定健診・保健指導の基盤整備
・ 予防・健康づくりに資するシステムの構築

Ｆ.【重点】モデル事業

・ モデル市町村を指定し、協働で実施する先進的な保健事業
（医療費分析＋研修・先進的保健指導・重症化予防・フレイル対策・重複多剤投与者
に対する保健事業・若年者の生活習慣病予防対策・企業と連携した健康教育等）
※ 都道府県が市町村分を含めて費用を負担する場合は全額を交付。都道府県と市町村が
それぞれ費用を負担する場合は都道府県の負担部分に対して交付

※１ 国民健康保険特別会計事業勘定（款）保健事業に相当
する科目により実施する事業に充当

※２ 市町村が実施する保健事業との役割を調整するよう留意
※３ 委託可

※ 民間事業者への委託やシステム構築等への対応が可能となるよう、交付限度額を大幅に拡充

（事業分類及び事業例）



被保険者数 １万人未満 1～5万人未満 5～10万人未満 10万人以上

限度額 900万円 1,350万円 1,800万円 2,700万円

被保険者数 １万人未満 1～5万人未満 5～10万人未満 10万人以上

限度額 600万円 900万円 1,200万円 1,800万円

令和２年度 市町村 国保ヘルスアップ事業

※ あらかじめ事業区分ごとにストラクチャー指標、プロセス指標、アウトプット指標及びアウトカム
指標のうち定量的な３つ以上の指標の設定がない場合は６割、２つ以上の指標の設定がない
場合には５割を限度とする。

事業内容

④【重点】効果的なモデル事業
p)都道府県の指定を受けて実施する先進的な保健事業

※ 都道府県国保ヘルスアップ支援事業の事業Ｆ【重点】（モデル事業）に
記載された事業例を参照

※ 都道府県と協働で実施しない場合であっても、都道府県の指定を受けた
場合は申請可（複数の市町村が協働で実施する場合など）

※ 都道府県と市町村がそれぞれ費用を負担する場合は市町村の負担部分
に対して交付

① 【重点】国が特に推進する生活習慣病予防対策
※a）～f）までは必須事業とし、1事業は実施する

a)特定健診未受診者対策
b)特定保健指導未利用者対策
c)受診勧奨判定値を超えている者への受診勧奨
d)特定健診継続受診対策
e)早期介入保健指導事業
f)特定健診40歳前勧奨

※必須事業

国保ヘルスアップ事業（Ａ）

【申請要件】

○ 右記の事業①～③を実施すること。ただし、事業①のうち、少なくとも１つの事業を
実施すること。

○ 年度内に事業を完了すること。

【交付限度額】（補助率10/10）

国保ヘルスアップ事業（Ｂ）

【申請要件】

○ 国保ヘルスアップ事業（Ａ）の要件を満たし、さらに下記の要件を満たしていること。

○ データ分析に基づくPDCAサイクルに沿った中長期的なデータヘルス計画を策定
していること。

※ データヘルス計画は、被保険者の医療情報や健診情報等のデータを分析するKDB等を
活用し、策定すること。

○ 国保連合会の支援・評価委員会を活用すること。

※ 支援・評価委員会の活用状況（支援決定通知等）、活用内容が分かるものを添付すること。

【交付限度額】（補助率10/10）

国保ヘルスアップ事業（Ｃ）

【申請要件】

○ 国保ヘルスアップ事業（Ｂ）の要件を満たし、さらに「効果的なモデル事業」（右記の
事業④）を実施していること。

【交付限度額】（補助率10/10）

被保険者数 １万人未満 1～5万人未満 5～10万人未満 10万人以上

限度額 1,350万円 2,025万円 2,700万円 4,050万円

②【重点】生活習慣病重症化予防対策
g)生活習慣病重症化予防における保健指導
h)糖尿病性腎症重症化予防

③ 国保一般事業
i)健康教育
j)健康相談
k)保健指導

l)歯科にかかる保健事業
m)地域包括ケアシステムを推進する取組
n)健康づくりを推進する地域活動等
o)保険者独自の取組

①重複・頻回受診者 ②重複・多剤服薬者
③禁煙支援 ④その他保健指導



令和２年度保険者努力支援制度（事業費連動分）に係る評価指標

① 予防・健康づくりに関する評価
② 「重点事業」の取組状況
③ 「重点事業」の事業評価

○ 事業費連動分については、都道府県ごとに、以下の評価指標に基づいて採点を実施

① 《予防・健康づくりに関する評価》

（都道府県）

１）予防・健康づくりに関する評価指標の合計獲得点数を加点

（保険者努力支援交付金（都道府県分）の評価指標(※)のうち、指標①(ⅰ)特定健診受診率・特定保健指導実施率、 (ⅱ)糖尿病等の重症化予防の取組、
（ⅲ）個人インセンティブの提供、指標②重症化予防のマクロ的評価、指標③（ⅰ）重症化予防の取組等） ※当年度の評価指標（前年に採点済）を使用

（市町村）

１）市町村共通指標②（１）がん検診受診率において５点以上を獲得している市町村の割合に応じて ０点～20点を加点
２）市町村共通指標②（２）歯科健診受診率において23点以上を獲得している市町村の割合に応じて ０点～20点を加点

150億円

左記①～③について、それぞれ
都道府県ごとの「点数」×「合計被保険者数」＝「総得点」を算出し、
総得点で予算額を按分して配分

② 《「重点事業」の取組状況》 100億円 ③ 《 「重点事業」の事業評価》 50億円
（都道府県）

１）管内市町村が下記１）～５）を満たせるよう、支援を実施して
いる場合 ・・・７点

２）下記１）～５）を全て満たす管内市町村の割合が３割を超えて
いる場合 ・・・８点

（市町村） 重点事業を実施する全ての市町村が要件を満たす場合に加点

１）データヘルス計画で設定した目標に応じて、各事業のPDCA
サイクルを回しつつ、ポピュレーションアプローチとハイリスク
アプローチを組み合わせるなど総合的に事業を展開している場合 ・・・３点

２）１）について関係者と連携し評価を実施している場合 ・・・３点

３）事業ごとにアウトカム評価を実施している場合 ・・・３点

４）性・年齢別等の視点に加え、地域ごとの分析を実施している場合 ・・・３点

５）事業の計画、実施、評価にわたり、第三者の評価を受け、事業に
反映している場合 ・・・３点

※ データヘルス計画に基づく保健事業の実施、個別保健事業に
係るアウトカム指標の設定が前提

（都道府県）

１）事業Ａ～Cを１つ以上実施している場合 ・・・４点

２）事業Ｄ【重点】（人材の確保・育成）を実施している場合 ・・・８点

３）事業Ｅ【重点】（データ活用）を実施している場合 ・・・８点

４）事業Ｆ【重点】（モデル事業）を実施している場合 ・・・10点

（市町村） 要件を満たす管内市町村の割合に応じて加点

１）事業①【重点】（生活習慣病予防）を実施する管内市町村の
割合が９割を超えている場合 ・・・６点

２）事業①【重点】（生活習慣病予防）を２つ以上実施する管内
市町村の割合が４割を超えている場合 ・・・６点

３）事業②【重点】（重症化予防）を実施する管内市町村の割合
が７割を超えている場合 ・・・９点

４）事業④ 【重点】（モデル事業）を実施又は都道府県国保
ヘルスアップ支援事業の事業Ｆ【重点】（モデル事業）に参画
している管内市町村の割合が３割を超えている場合 ・・・９点

※ データヘルス計画に基づく保健事業の実施、個別保健事業に
係るアウトカム指標の設定が前提



令和２年度 都道府県国保ヘルスアップ支援事業申請状況

事業区分 都道府県数 事業数

Ａ 市町村が実施する保健事業の更なる推進に資する基盤整備 36 82

Ｂ 市町村の現状把握・分析 27 31

Ｃ 都道府県が実施する保健事業 28 53

D 人材の確保・育成事業 37 45

E データ活用を目的として実施する事業 40 49

F モデル事業 28 34

計 47 294

事業実施都道府県数 4７

区分別実施都道府県数



令和２年度 市町村国保ヘルスアップ事業申請状況

区分 市町村数

国保ヘルスアップ（Ａ） 941

国保ヘルスアップ（Ｂ） 504

国保ヘルスアップ（Ｃ） 27

計 1,472

事業実施市町村 1,472

区分別実施市町村数

事業名 事業数（件）

a 特定健診未受診者対策 1,302

b 特定保健指導未利用者対策 288

c 受診勧奨判定値を超えている者への受診勧奨 410

d 特定健診継続受診対策 239

e 生活習慣病の１次予防に重点を置いた取組 460

f 特定健診40歳前勧奨 81

g 生活習慣病重症化予防における保健指導 368

h 糖尿病性腎症重症化予防 802

i 健康教育 268

j 健康相談 48

k-① 重複・頻回受診者への訪問指導 185

k-② 重複・多剤服薬者への訪問指導 123

k-③ 禁煙支援 14

k-④ その他保健指導 55

l 歯科に係る保健事業 57

m 地域包括ケアシステムを推進する取組 36

n 健康づくりを推進する地域活動等 66

o 保険者独自の取組 31

p 都道府県の指定を受けて実施する先進的な保健事業 36

※金額の申請のある区分のみ



令和２年度 国民健康保険保険者努力支援交付金（予防・健康づくり支援） 事業費連動分
都道府県別獲得点【243点満点】
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「重点事業」の取組状況(市町村)30点 「重点事業」の事業評価(都道府県)15点 「重点事業」の事業評価(市町村)15点



令和２年度 国民健康保険保険者努力支援交付金（予防・健康づくり支援） 事業費連動分
予防・健康づくりに関する評価(都道府県) 都道府県別獲得点【113点満点】
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１）予防・健康づくりに関する評価指標の合計獲得点数を加点(113点)



令和２年度 国民健康保険保険者努力支援交付金（予防・健康づくり支援） 事業費連動分
予防・健康づくりに関する評価(市町村) 都道府県別獲得点【40点満点】
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１）市町村共通指標②（１）がん検診受診率において５点以上を獲得している市町村の割合に応じて点数を加点(20点)

２）市町村共通指標②（２）歯科健診受診率において23点以上を獲得している市町村の割合に応じて点数を加点(20点)



令和２年度 国民健康保険保険者努力支援交付金（予防・健康づくり支援） 事業費連動分
「重点事業」の取組状況(都道府県) 都道府県別獲得点【30点満点】
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１）事業Ａ～Cを１つ以上実施している場合(4点)
２）事業Ｄ【重点】（人材の確保・育成）を実施している場合(8点)
３）事業Ｅ【重点】（データ活用）を実施している場合(8点)
４）事業Ｆ【重点】（モデル事業）を実施している場合(10点)



令和２年度 国民健康保険保険者努力支援交付金（予防・健康づくり支援） 事業費連動分
「重点事業」の取組状況(市町村) 都道府県別獲得点 【30点満点】
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１）事業①【重点】（生活習慣病予防）を実施する管内市町村の割合が９割を超えている場合 (6点)

２）事業①【重点】（生活習慣病予防）を２つ以上実施する管内市町村の割合が４割を超えている場合 (6点)

３）事業②【重点】（重症化予防）を実施する管内市町村の割合が７割を超えている場合(9点)

４）事業④【重点】（モデル事業）を実施又は都道府県国保ヘルスアップ支援事業の事業Ｆ【重点】（モデル事業）に参画している管内市町村の割合が３割をえている場合(9点)



令和２年度 国民健康保険保険者努力支援交付金（予防・健康づくり支援） 事業費連動分
「重点事業」の事業評価(都道府県) 都道府県別獲得点【15点満点】

7 7

15

7 7

15

7

15 15

7 7 7

15 15 15

7

15 15

7

15 15 15

7

15 15

7 7

15 15 15 15

7 7

15 15 15 15 15

7

15

7

15 15 15 15

7

15

12

0

5

10

15

②
北
海
道

②
青
森
県

①
岩
手
県

②
宮
城
県

②
秋
田
県

①
山
形
県

②
福
島
県

①
茨
城
県

①
栃
木
県

②
群
馬
県

②
埼
玉
県

②
千
葉
県

①
東
京
都

①
神
奈
川
県

①
新
潟
県

②
富
山
県

①
石
川
県

①
福
井
県

②
山
梨
県

①
長
野
県

①
岐
阜
県

①
静
岡
県

②
愛
知
県

①
三
重
県

①
滋
賀
県

②
京
都
府

②
大
阪
府

①
兵
庫
県

①
奈
良
県

①
和
歌
山
県

①
鳥
取
県

②
島
根
県

②
岡
山
県

①
広
島
県

①
山
口
県

①
徳
島
県

①
香
川
県

①
愛
媛
県

②
高
知
県

①
福
岡
県

②
佐
賀
県

①
長
崎
県

①
熊
本
県

①
大
分
県

①
宮
崎
県

②
鹿
児
島
県

①
沖
縄
県

全
国
平
均

１）管内市町村が、市町村指標の１）～５）を満たせるよう、支援を実施している場合(7点)

２）市町村指標の１）～５）を全て満たす管内市町村の割合が３割を超えている場合(8点)



令和２年度 国民健康保険保険者努力支援交付金（予防・健康づくり支援） 事業費連動分
「重点事業」の事業評価(市町村) 都道府県別獲得点 【15点満点】
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１）データヘルス計画で設定した目標に応じて、各事業のPDCAサイクルを回しつつ、ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチを組み合わせるなど総合的に事業を展開している場合(3点)

２）１）について関係者と連携し評価を実施している場合(3点)

３）事業ごとにアウトカム評価を実施している場合(3点)

４）性・年齢別等の視点に加え、地域ごとの分析を実施している場合(3点)

５）事業の計画、実施、評価にわたり、第三者の評価を受け、事業に反映している場合(3点)


